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大切なあのコに

登録
は

犬と猫のマイクロチップ情報登録 
環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、すでに飼っている犬や猫にも
マイクロチップの装着をしていない場合には装着・登録が努力義務となりました。

TEL.03-6384-5320
E-mail： info@mc.env.go.jp

「犬と猫のマイクロチップ
情報登録」のサイトへ

マイクロチップ情報の登録・お問い合わせはこちら

世界で唯一の15桁の数字が記録
された直径1.4㎜×長さ8.2㎜の

円筒形チップです。

迷子になったり
災害時に、はぐれて
しまったりしたとき

動物病院で
装着できます

マイクロチップの装着は
獣医療行為にあたるため（ ）

所有者の
情報が登録できる
電子標識器具

装着したマイクロチップの
データを読み取ることで

飼い主の元に戻る可能性が
上がります。

施術は注入器1本で行うことができます。
装着後に獣医師からマイクロチップ

装着証明書をもらって
ご登録ください。

実物大の
マイクロチップ

施術は埋込みのみなので素早く終わります。
料金は各動物病院に
お問い合わせください。 

※別途、装着後にマイクロチップ
情報の登録が必要です。

ペットの
肩の後ろの

皮下に装着させます
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術はどこで、できるの？
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大
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